
「いじめをしない、させない、見逃さない、許さない」
令和４年度 いじめ防止対策推進月間の取組 廿日市市教育委員会

取 組 例

『いじめは、人間として絶対に許されない行為である。いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を

受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、

その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。』 （廿日市市いじめ防止基本方針より）

廿日市市教育委員会では、第 74 回人権週間と合わせ、12 月を「廿日市市いじめ防止対策推進月間」

と位置づけており、幼稚園や各小･中学校ではこの時期にいじめの防止について重点的に取り組んでい

ます。

■学習発表会などの行事で「かがやきの木」のカード記入を保

護者にも依頼して学級通信にも掲載しました。

■学校便り・学年通信で、各学級のスローガンや振り返りなど

取り組んだことを保護者に伝え、いじめのない学校づくりへ

の協力を呼びかけました。

■命の大切さについて継続的に考える機会として、毎月担当ク

ラスが動画を編集し、実施日にリモートで全校に流す「ハー

トフルプロジェクト」を実施しています。

■児童委員会主催の「異学年校内探検ツアー」を行いました。

■絵本の読み聞かせを行いました。

■いじめアンケートとアセス（学校環境適応感尺度）の結果

について全教職員で共有し、生徒指導研修を行いました。

■いじめアンケートを実施し、生徒が相談を受ける教職員

を選択して教育相談を行いました。

■スマートフォン等の使用に係るトラブルの未然防止につ

いて注意喚起する通知を保護者に配布しました。

■少年鑑別所広島法務少年支援センター職員によるＳＮＳ

等による、いじめ・犯罪・被害防止教室を行いました。

人権作文の内容をドラマ化した動画

を視聴し、ペアやグループでいじめ

防止について意見を交流しました。

「いじめ防止朝会」を実施し、

いじめに気付き、いじめをなくす取組

を全学級で考えました。

考えたまとめを掲示しています。

私たちは、廿日市市内の全ての子どもたちが、園・学校で安心して学べるように、

これからもいじめ防止の取組を全市で推進していきます。

児童生徒会主催で昼休憩に異学年交流を実施

し、取組の様子をまとめて掲示してお互いのつ

ながりを再確認できるようにしました。

運営委員会の取組で

「命の大切さについて

考える日」に考えたス

ローガンをもとに振り

返りを行いました。

児童の作品（人権標語やポスター）

を校内に掲示しました。


